
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

一

昇
給
区
分
決
定
に
係
る
職
員
層
の
見
直
し
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
第
六
条
の
十
三
、
第
六
条
の
十
四
及
び

第
六
条
の
十
八
関
係
）

二

昇
給
号
俸
数
の
抑
制
を
受
け
る
職
員
に
管
理
職
層
で
あ
る
職
員
を
加
え
る
こ
と
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
第

六
条
の
十
四
の
二
及
び
第
六
条
の
十
六
関
係
）

三

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
見
直
し
に
伴
い
、
俸
給
の
日
割
計
算
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
第
八
条
及
び
第

十
条
の
四
関
係
）

四

防
衛
省
の
職
員
に
対
し
準
用
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
二
の
改
正
に
伴
い
、
扶
養
手
当
の

届
出
の
期
限
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
第
九
条
関
係
）

五

単
身
赴
任
手
当
に
関
し
、
自
衛
官
候
補
生
並
び
に
防
衛
大
学
校
及
び
防
衛
医
科
大
学
校
の
学
生
を
支
給
対
象
に
加
え
る
こ

と
。
（
第
九
条
の
六
関
係
）

六

特
地
勤
務
手
当
及
び
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
を
支
給
対
象
に
加
え

る
こ
と
。
（
第
十
条
及
び
第
十
条
の
二
関
係
）



七

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
し
、
平
日
深
夜
に
係
る
勤
務
に
対
す
る
支
給
対
象
時
間
帯
及
び
支
給
対
象
職
員
を
改
め
る

こ
と
。
（
第
十
一
条
の
二
関
係
）

八

若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
の
額
の
調
整
に
必
要
な
給
与
年
額
相
当
額
の
計
算
方
法
を
改
め
る
こ
と
。
（
第
二
十
四
条
及
び

附
則
第
十
八
項
関
係
）

九

自
衛
隊
教
官
が
昇
格
を
し
、
又
は
自
衛
官
が
昇
任
を
し
た
場
合
等
に
お
け
る
号
俸
の
決
定
基
準
を
改
め
る
こ
と
。
（
別
表

第
一
及
び
別
表
第
一
の
二
関
係
）

十

初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
に
関
す
る
地
域
及
び
地
域
手
当
の
級
地
の
適
用
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
十
項
関

係
）

十
一

こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

十
二

こ
の
政
令
の
施
行
に
伴
い
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
関
係
）

十
三

関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
附
則
第
六
条
関
係
）


